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蔵治光一郎（東京大学大学院農学生命科学研究科）

（富樫）自己紹介をこれから最初にされると思いますが、
蔵治先生にを目指してというご報告をしていただきま
す。国の政策にも蔵治先生は大変強く関わっていらっ
しゃるので、今の国の方向と問題についてご報告がない
かなと思っております。よろしくお願いします。

（蔵治）皆さんこんにちは。今、紹介いただきました蔵
治といいます。このようなシンポジウムに基調講演とい
うことでお招きいただいて大変ありがとうございます。
光栄に存じます。
　ここに呼んでいただいたのは愛知県の長良川河口堰最
適運用検討委員会、元々は別の名前にだった時もありま
すが、大村知事が愛知県知事に当選されたときに長良川
河口堰の見直しという公約をされまして、その時から
ずっと 12、3 年にわたって委員会をやっておりまして、
そのこともあって呼んでいただいたかなと思います。
　今日は「健全な水循環に基づくサステナブルな流域社
会をめざして」という題名なんですけども、ものすごい
幅広な題名で何を話しても大丈夫なんじゃないかってこ
となんですが、私なりに皆さんのお役に立てるような話
ができればいいなと思って準備して参りました。
　私の自己紹介ですけれども、今年 56 歳になる研究者
ですけれども、もともとの専門は農学部林学科で森林を

研究してまして、20 代のときは青年海外協力隊員をやっ
てたり、河川環境のコンサルなんかで働いてました。
　30 代になりまして、東大の演習林に雇用されまして、
森と水の関係を研究しようということでずっとやってま
したら、40 代になってですね、東大の演習林は北海道
から愛知県まであるんですけども、愛知県の演習林に配
属されまして、そこで 13 年間働いてました。
　そのときに大村知事が当選されて、長良川の事になっ
たんですけど、私はその時、主に矢作川という川、上流
は岐阜県の恵那市ですけども、そこを対象にして、森と
水、さらに人間社会も含めた研究をやってきました。
　その間、地味に論文を書くと同時に、様々な研究成果
を社会に発信しようということでこのような本などを
作ってきたということであります。
　今日は題名が三つに分解されますので、分解した話を
少しさせていただいた後に、私がここ 15 年くらい現場
でやってきた矢作川の話、それから九州の熊本県の球磨
川の話をさせていただきます。この後、長良川に関して
は専門の先生がお話されるので、少し違う川のことも
知ってもらおうということでお話させていただきたいと
思います。

【健全な水循環】
　最初に健全な水循環ですけれども、健全な水循環とい
う言葉が一般によく知られているわけではないと思いま
すので、どうしてこういう話になったのか、歴史を振り
返りたいと思います。

健全な水循環に基づくサステナブルな流域社会
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　ご存知のように水は、人間が地球上に現れる前から存
在してるもので自然現象ですけれども、そこに人間が関
わることで社会現象となります。人間の都合がどんどん
拡大していったために様々な課題が出てきて、洪水によ
る生命や財産の保護だとか、渇水による水不足、水争い
とか、地下水による地盤沈下といったことが起きるよう
になってきました。かつては洪水の対応は自然現象を主
に考えていて、渇水の対応は社会現象として考えるとい
う形だったかと思います。
　それからもう一つ大きな議論として、水というのはど
こまで「公」のものなのか、どこまで「私物」なのかと
いうことがこれまで議論となってきました。

【治山治水思想と法制化の歴史】
　それとこの治山治水思想、この地域でも大きく影響し
ていることですが、水を治めるためには山を治めなけれ
ばならないということが、古くは飛鳥時代から近畿地方
では知られていました。江戸時代になって全国的にそれ
が波及しまして、この地域では水野千之右衛門という人が
有名な方ですが、この人は庄内川に並行する新川という
放水路を作られた方ですけれども、同時に彼は上流の土
岐川流域がはげ山化していたということで、そこを森林に
再生しなければならないと考え、努力した方であります。
　明治に入りますと、治山治水思想は、ヨーロッパから招
聘した技術者等にも受けいれられるところがあって、治水
三法という形で、河川の管理するためには森林および砂防
をしなければならないという形で法制化されていきます。
　その後、発電水力との対立であるとか、様々な歴史が
あって終戦を迎えますけれども、その後、日本が戦後復
興する中で、経済成長のための様々な法律を作ってきて、
その中に愛知用水公団法などもあるわけです。
　さらに日本が高度経済成長期に入っていこうというと
きに、やはり水に関しては、どうしても工業用水と水道
用水と農業用水が対立するという構造があって、当時、
4 つの公団を作るという案がありました。そこで総理大
臣の裁定まで必要となってようやく水資源開発促進法、
あるいは公団法というのができたのが 1960 年のこと
だったんですね。このときに何をしたかっていうと、日
本の川の中で特に重要な川というのを、水資源開発水系
という形で決めようということをやったわけです。
　非常に重要な川ということで、木曽川、長良川、揖斐川
というのは、そのときに水資源開発水系として定められた
ということであります。その後、河川法が改正されて一級
とか二級とか決めたんですけども、その一級よりさらに上
の級として、水資源開発水系が位置づけられています。

【縦割りから「健全な水循環系」へ】
　ところがですね、こういう非常に縦割り構造になりが
ちな水に関して、やはり縦割りでは駄目だろうというこ
とで、98 年ぐらいからですね、関係省庁連絡会議とい
うのが設けられました。ここで「健全な水循環系」とい
う言葉が初めて出てくるわけです。
　ここに挙げたのはそのメンバーとなっている霞が関の
役所の人たちなんですけども、これを見ていただければ
わかるように非常に縦割りのいろんな役所が水に関わっ
ている。ここにある厚生省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省というのが先ほどの四つの公団に対応してる
んですけど、それとは別に水道と下水道というのは全く
別に存在してるということも大きな問題でした。
　それで健全な水循環系を協議する組織が「中間取りま
とめ」を出すわけですけれども、ここでは「流域を中心
とした」という言葉が初めて出てきまして、さらに「健
全な」というと、どうも自然環境として非常に美しいと
かというイメージが強いんですけれども、ここでは「人
間活動とのバランスが取れている」という形で定義され
たという特徴がありました。
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　ただその後、省庁連絡会議を取りまとめていた国土庁
という役所がなくなってしまったということもあって低
調になってしまったということがあります。ただその後、
またこれが復活しまして、2014 年に「水循環基本法」
ができたときには、健全な水循環系という言葉はなくな
りましたが、その代わりに「健全な水循環」という言葉
が、「人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に
保たれた状態での水循環」として法律に書き込まれてお
ります。

【水循環基本法の経緯と性格】
　この水循環基本法ってどういう経緯でてきたのかとい
うと、先ほどの省庁の連絡会議からではなくて、水道と
下水道の間の縦割りを何とかしようというグループから
出てきたということです。
　このグループは市民フォーラムという形で国会に請願
を出していまして、その請願を出したグループで国会議
員の組織もできました。そこでその組織が法律を議員立
法で出そうということで、水循環基本法の制定を目指し
て 2014 年に制定されたということになります。
　この法律なんですけども、正直あんまりまだ皆さんに
知られてない法律なんだろうと思いますけれども、基本
法ですので、それこそ環境基本法とか非常に重要な法律
の基本法の一つで、この法律ができる前まではですね、
やはり水の基本法というのは河川法であるっていう雰囲
気が主流だったと思うんです。そういう世界から踏み出
して、水の基本法というのはさらにその上位規定として
あるのだということですね。実は河川法という法律に流
域という言葉は一切使われてないということがあって、
この水循環基本法の基本は流域という概念を中心に動い
てるということです。
　まず、この基本法で水は「公」のものなのか、「個人」「私」
のものなのかという観点については、国民共有の貴重な
財産で公共性が高いんだということを言っていて、公水
とか私水という言葉は避けてますけれども、明確に規定
したというのがひとつです。
　それから次に、流域における雨水浸透能力、あるいは
水源涵養能力を有する森林、河川その他で、必要な施策
をやらなければいけないということをきちんと書いてあ
るということですね。こういう発想がまず河川法という
法律では全くなかった。それから流域の総合的かつ一体
的な管理を行うために連携、協力をするとかですね、そ
れからそういう政策には住民の意見が反映されるように
必要な措置を講ずるとかいうことも、きちんと書き込ま
れているということで、書いてあること自体は画期的な

内容かと思います。これらが健全な水循環に基づくとい
うところの経緯であります。
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【「サスティナブル」の歴史】
　続いて持続可能な、サスティナブルなっていう言葉
についてなんですけども、これについては、多分多く
の皆さんがよく耳にされる言葉だと思います。最近
は SDGs っていう言葉が非常に流行っておりますので、
SDGs の S というのがサスティナブルという言葉に対応
してるわけですが、私どもの専門とする森林の分野です
と、サスティナブルと聞いたとき、まず思い浮かぶのが
カルロヴィッツと言う人ですね。サスティナブルってい
う言葉は 300 年前の 1713 年のカルロヴィッツの『経
済学的な視点から見た林学』という本に書いてあります。
それが最初ですよっていうことなんですね。知らなかっ
た人は「へーそうなのか」っていう感じかと思いますけ
ども。
　ここには「森林に関しては、継続的に確固としていて
持続的な利用というのをしなければいけない」というこ
とがきちんと書いてあるということであります。森林の
分野の人にとってはある意味当然というところもあっ
て、1951 年に森林法の改正がありましたけど、そこで
現在でも使われている保続培養という言葉を使います。
この保続培養と言う言葉が持続可能という言葉に対応し
てるわけですけど、森林というのは資源であってそれを
利用するときにはその資源が保続するように培養しなけ
ればならないということですね。
　どうしてそういうことを言ったかっていうと、やはり
この 1951 年というのは戦争が終わった 6 年後であり
まして、日本の森林資源というのが、戦時中の伐採もあ
りますし、戦後の伐採もあって危機に直面していた。過
剰伐採の危機に直面していたので、年間成長量以下に引
き下げるように伐採を抑制しなければならないというこ
とで、こういう言葉を使っていました。

【東大の演習林の例】
　森林分野にとってですね、いかに森林資源を持続的に
維持しつつ、木材をさらにそこから生産するかというの
はもう根源的な課題ありまして、私ども東京大学の演習
林でもそれを研究しています。
　これは、北海道にある演習林の研究例なんですけども、
写真にあるような混交林ですね。この混交林から抜き伐
りをしておりまして、間伐なんですけれども、50 年間
に 4 回やってます。間伐をすると、当然その分だけ資
源量が減るんですけれども、その資源量が減った分は、
残っている樹木が成長していく形で資源を維持していく
ことを目指していて、この赤い線は全く伐採をしていな
い完全に保護された森林の成長量なんです。青い線は抜
き切りを 4 回行った森林の成長量ですけども、青い線
を見ていただくと、抜き伐りして木材生産してるのに、
森林の資源量というのは徐々に上がっている状態を実現
しているいうことになります。これが理想的な形ですね。
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　それからもう一つ、これ千葉県にある東大の演習林で、
100 年以上データを取り続けた例になります。ご存知
のように日本の森林のかなりの部分が植林されたスギや
ヒノキの人工林になってまして、その人工林は最近、だ
んだん年をとってきたので早くそれを伐採して跡地に植
林しないと CO2 の吸収能力も頭打ちになってしまうん
じゃないかっていう話が出ています。
　高齢化した森林は CO2 を吸収する能力が弱くなるん
じゃないかっていうことを言う人もいるんですけれど
も、私どもが実証的なデータをとったところ、105 年
を過ぎたスギの人工林、ヒノキの人工林でも全く衰えを
知らず、どんどん成長している。だから 100 年を超え
た森というのは、森林の時間スケールでは、全く高齢
化という言葉にはなじまない。まだまだ、若いんだと
いうことです。スギ、ヒノキの森林って多分、500 年、
1000 年続くものですので、そういう意味では 100 年
なんてまだまだ若いというデータが出てきているという
ことになります。
　そのような形でいかに持続的に資源を維持しつつ、当
然、抜き伐りもしてるわけですけれども、生産をしてい
くかということが課題です。

【持続可能性】
　持続可能性ということについては、もともとグロー
バルなレベルで言い始めたのがブルントラント委員会
の「Our Common Future」であるというのはご存知の
かたもいると思うんですけれども。この「Our Common 
Future」 をもう一度読み直すと、持続可能な開発という
のはプロセスのチェンジだと書いてある。つまり社会変
革のプロセスいうことです。

　そのプロセスを進めていく中で、2009 年にはロック
ストロムという人がプラネタリー・バウンダリーという
ことを言い出して、もうそのいくつか項目でバウンダ
リーを超えてしまってるという衝撃的なことを言い始め
ました。
　COP26 の間に、国際サステナビリティ基準審議会

（ISSB）という組織ができたんですね。ここでは何を議
論してるかっていうと、企業が環境・社会・ガバナンス、
ESG というものについて情報開示をしなさいっていうこ
とが、国際 NGO が主導してやってきたわけなんですけ
れども、つまりどれだけ持続可能な社会づくりに寄与す
るような活動を企業がしてるかっていうことを開示させ
る。それについて国際基準を策定しましょうということ
になりました。これが策定されると当然、日本もそれに
従わなければならなくなりまして、この開示情報に基づい
て投資家が投資するということになりますので、ちゃんとし
た情報を開示しないとか、開示した内容が不十分だという
企業には投資されないっていうことになるだろう。
　そうなると企業の存在意義というのは、持続可能な社
会の構築ということなんだと。株主のために存在してい
るわけではなくて、そういうふうに社会をつくるという
ことが目的なんだというふうに変革されるんじゃないか
ということが、今、期待されてる。そういうような状況
になるというふうに認識しています。
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【流域社会】
　最後に流域社会っていう言葉がついています。流域社
会ってのは多分皆さん全く聞いたことがない言葉だと思
うんですけど。流域という単位で社会が存在してるって
いう意味で使ってるわけなんですけども、これはいろい
ろ議論があると思うんですけれども。
　実は、日本の歴史を振り返ってみても、もちろん川の
水でモノを輸送するというときには、川は非常に重要な
輸送路になるわけですが、その一方で、例えば近世以前
でも、木曽川の木材は犬山で陸揚げされ、関ヶ原を越え
て大阪へ運んでたということですし、徳川時代になると
もうこれは名古屋から海で運んでたということです。つ
まり流域を越えた輸送というのも結構されていたという
ことですね。
　近代になると、ダムができて水運ができなくなる。そ
れから流域の境界を越えたトンネルだとか、鉄道だとか、
送電線ができてゆく。例えば、木曽川の電力というのを
送電線で関西の方に送るとか、すべてそういうことにな
ります。
　そういう中で、河川法の改正というタイミングが高度
経済成長期にありましたけど、このときの話を振り返る
と、流域社会の変遷というのがあった。自然現象の河川
には大きな変化はないんだけど、社会が変わった、人口
が増えた、産業が近代化した、都市へ集中し、特に危険
地域に居住し始めたということですね。それからエネル
ギー､ 輸送手段が転換した。その中でやはり水系が一貫
した河川管理体制を確立し、洪水時に対処する防災上の
措置を講じることが必要だったということがあります。

【国土計画と流域圏】
　その後、オイルショック等があって流域社会にだんだ
ん戻っていくんですけども、例えば三全総のときに、定
住圏という発想があって、その定住圏の中に流域圏とい
う言葉が出てきて、全国いくつかの流域をモデルとして
試みたこともありましたけど、あまりうまくいっていな
かった。
　五全総の段階でも同様に流域圏という言葉が出てきて
いますけれども、ここでは健全な水循環の保全、再生と
いうのも出てきてるんですけど、残念ながら絵に描いた
餅で終わっている。そのため私たちは、流域社会と言う
言葉をなかなか聞く機会がなかった。
　その中で川に関しては、長良川河口堰はいうまでもな
く、全国各地で様々な議論があって、川は誰のものかっ
ていう議論にまで至ったと思います。それを踏まえて
1997 年に河川法改正がありました。その中では地域住

民等の意見を聞いて計画を定めるという規定ができまし
たが、残念ながら一級水系、二級水系で、地域住民の意
見を聞くというこの規定が非常に効果的に活かされたっ
ていう例はほとんどないです。
　その後、平成の大合併の時代というのがありまして、
岐阜県でも非常に大きな市町村が誕生するということが
あったわけですが、そのときも、流域一貫ということを
非常に重視した合併というのは、例えば愛知県の豊田市
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と岡崎市ではあるんですけれども、例えば岐阜県恵那市
だったら、三つの流域にまたがって合併してしまったの
で、全国的に見ても流域ということをキーワードに合併
したという例は少なかったと言うことで、残念ながら流
域社会からますます遠ざかる方向になっているというふ
うに思います。

【上流域への意識の希薄化】
　それはなぜかって言うといろんな理由がありますが、
やはり上流域の恵みでかつては生きていたはずなのに、
そういう意識が希薄化したということかと思います。愛
知県と福岡県は、実は例外的に意識が高い地域で、それ
はなぜかというと、やはり水不足がかつてあって、自前の
水だけではどうしても苦しいということで、他の県にまたが
るような上流域や別水系からの導水を苦労して作って助け
てもらって、繁栄してきたという歴史があります。
　例えば愛知県では明治用水という農業用水が上流域の
森林を購入して森林管理までやってるということもあり
ますし、例えば愛知県安城市、それから名古屋市などは
水源である上流域との交流、連携の歴史があります。
　それから水道料金に上乗せしてお金を徴収して、上流
水源の保全に当てるという基金を設置している自治体と
いうのは愛知県内にたくさんありまして、東三河の全て
の市町村だとか､ 豊田市とか､ 中部水道企業団に属し
ている 5 つの市町があります。その一方で、例えば知
多半島にある市町については、1994 年（平成 6 年）に
19 時間断水の経験をしてるんですけども、愛知用水、
木曽川に依存し、あるいは長良川に依存しているのです
が、じゃぁ知多半島の市町が上流域にどれぐらい感謝の
意を表明してるかっていうことについては誠に残念な状
況です。そういう意識が希薄化していると思わざるを得
ないということであります。

【矢作川の事例】
　今までちょっと抽象的な話をたくさんさせていただい
たので、少し具体的な事例として、矢上川と九州の球磨
川の二つの川の事例をお話していきたいと思います。
　矢作川というのは、愛知県の西三河地域を貫流して、
上流は岐阜県、長野県という川でございまして、流域の
形はこのような形をしております。ここに描いてあるの
は 2000 年の東海豪雨、この地域では恵南豪雨というふ
うに呼んでますけれども、そのときの等量線図が書いて
あるわけです。このときに上流の矢作ダムは緊急放流に
追い込まれまして、想定の最大の放水量の約 2 倍の流
量を放水せざるを得なくなりました。この写真（右下）
は矢作ダムの直下流の写真ですね。

矢作川流域というところは、伝統的、歴史的に非常
に意識の高いの流域社会だったんですけれども、残念な
がらそれは一部の例外を除いて過去の話になっていま
す。それで私が関わったときに感じたことは、やはりな
かなか、皆さん社会通念と言われるような事を信じて疑
わない方が多くて、なかなか話を聞いてもらえないとい
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うことがありました。やはりまず対話が必要で、対話を
するためには、出発点は何かっていうことを共有してか
らでないと、信頼関係もできないし、対話もできないと
いうことがありました。
　その流域の中で私は 2005 年から矢作川森の健康診断
という活動を 10 年間やり、2010 年から矢作川流域圏
懇談会という組織に 11 年ぐらい関わってきてるという
ことであります。それぞれ 10 年以上やっていますので、
森の健康診断は 10 年を総括する本を出版しましたし、
矢作川流域圏懇談会は国土交通省が 10 年の冊子を作成
されたところです。
　2000 年の恵南豪雨の時に矢作ダムが緊急放流したと
いうこともあって、その下流に最初にある中流域の大都
市が豊田市でありまして、豊田市の人口 40 万人のうち
かなりの人数が中心市街地に住んでるんですけども、そ
のときの矢作川の流れは、ほとんど堤防道路から手が差
し伸べられるぐらいの状態であった。幸い越流して中心
市街地に流れ込むことはなかったんですけども、もし越
流していたら、こちらがそのハザードマップで、市役所
で 6m､ 浸水するというシミュレーションになってるん
ですね。この写真で、街が見えてるところは全部 6m 浸
水する。非常に洪水に対して弱い場所だったということ
です。
　その矢作ダムのダム湖にものすごい大量の土砂と流木
が流れ込んだということで、大変、問題になりました。
流木はどこから来たんだろうということで、上流で大規
模な土砂崩れがあったいうことになりますけど、それは
ほとんどスギ、ヒノキの人工林からきていて、皆伐して
10 年か 20 年ぐらいの山が崩れてたとか、その木材運
び出すための作業道と林道が水道（みずみち）となって
崩れたとか、保水力がなくなってるとかいったことが明
らかになっていきました。
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　具体的にはこういう形で、間伐が全然行き届いてない
森の例ですけども、根っこがむき出しになってしまって
る。これは雨粒がぶつかって、土砂を流してるんですけ
れども、こういう森が大雨のときに根こそぎ流れていく、
木が倒れて流れていくということになります。
　そういう森を間伐するとこういう下草が生える森に
なって、この草が雨粒の衝撃を和らげて土壌の侵食を抑
えてくれるということがあります。
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こういう森の健康状態というデータがなかったので､
一般市民と一緒に調べようということで、矢作川流域の
上流から下流まで､ 愛知、岐阜、長野の 3 県にまたが
る森林全体を 10 年かけて二巡して調べました。
　基本的にはボランティア団体のボランティア活動であ
りまして、私も大学生を連れて参加しました。その調査
は森が健康か不健康かということを示すいくつかの指標
を使いますけれども、実際に森に入って調べるときに簡
単な道具で調べられるようにしようということで、当時、
100 円ショップで購入可能なものでやりました。使い

捨てカメラというのが一番にあって時代を感じさせるん
ですけれども、今だったらみんなスマホ持ってるからい
らないと思うんですけれども、これはわずか 15 年前の
ことなので技術の進歩は凄いなと思います。
　その結果は、この中で信頼できるデータとして 492
地点のデータがあって、その中に 358 地点では不健康
だったということで、73％のスギ、ヒノキの森という
のは非常に不健康な状態で放置されてるということがわ
かりました。
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　これをやったことで科学的データだけじゃなくて、無
断で森に立ち入って調べるということで、森はみんなの
ものであるというメッセージを発信した。それから流域
の森全体を健康な状態に維持する仕組みを､ 自分たちで
確保するということを市民が学んだことになります。
　これによって矢作川流域全体に､ 県境を越えた形での
人間関係を作り出しまして、さらにそれが行政を刺激し
て、特に愛知県豊田市については 2008 年に「100 年
の森づくり構想」､ 条例､ 基本計画を作り、森づくり会
議という地域森林自治を担う組織を作り、とよた森林学
校という市民が学ぶような仕組みをつくってきたことに
なります。
　それがさらに矢作川流域圏懇談会という、河川整備計
画に基づいた組織に繋がっていきます。2000 年の恵南
豪雨を受けて作られた流域委員会は、河川の管理は河川
だけでは解決できないと宣言されまして、河川整備計画
で流域圏懇談会を作ることを計画されました。
　10 年間、現場に行くことを大事にしていて、どれだ
けの場所でやってきたかが表になっていて、私は山部会

山部会の出発点「矢作川の恵みで生きる」の共有

といって森林を主に議論するところにいますけれども、
山部会では、矢作川の恵みで生きるということを共有し
ながら議論するということで､ みんなで出発点を作り上
げて、これが原点だということで議論を進めてきました。

毎年で 4 回ずつ､ 一泊で矢作川流域のあらゆる場所に
行って、あらゆる人と交流してあらゆる議論をするというこ
とをやってきて、その中で I ターン､ U ターン等で頑張っ
てる若者等の取材をして歩くという事で､「担い手づくり事
例集」という冊子を毎年作ってきて、100 団体以上の団
体をリストアップして、話を聞いてきました。
　その中で山がどれだけ間伐されてるかという情報も､
愛知県、岐阜県、長野県全て網羅して集めてくることが
できました。お膳立てしないで、とにかくその場の流れ
で、しかもあまり空中戦ではなく､ エビデンスやデータ
に基づく議論をしていこうということで、さらに共に現
場に立って空気感を共有するだとか､ そういうことを心
がけてやってきたということになります。
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山部会の活動
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流域圏担い手づくり事例集
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【球磨川流域の水害】
　続いて、九州の球磨川流域というところについてお話
したいと思います。
　ここは河川の長さであるとか、流域面積とか、森林の
割合とか、実は矢作川流域とほとんど同じです。ほとん
ど同じなんですけども、この川の場合は、矢作川と違っ
て､川がぐるっとまわって海に注いでる。こういう曲がっ
た川ですといろいろ難しい問題があるんですね。例えば、
本流が人吉市から球磨村に入る地点を見ていただくと、
この辺りは中流からの下流にかけてのとこなんですけど
も、ここから下の流域面積ってほとんどなくて、水がこ
こに集まってきちゃうので、非常に洪水に弱い形をして
るところであります。
　皆さんよくご存知のように､ 最近、大雨が非常に多く
て日本全国で様々な大雨災害が起きて、その都度大変な
数の方が亡くなってる。例えば 2018 年の西日本豪雨で
271 人の人が亡くなっている。2019 年の台風 19 号で
は､ 東日本を中心に 105 人の人が亡くなってる。2020
年の 7 月に球磨川に大雨が襲いまして、86 人の方が亡
くなりました。
　球磨川で起きた災害で特に私は注目したわけなんです
けれども、ここは木材を生産する拠点になっているとい
うことです。伐採の跡地であるとか､ そこに植林したば
かりの若い林がたくさんあって、そういうところで災害
が起きたということで、多くの方々がそういう林業的な
活動というのが、災害を拡大したんじゃないかというこ
とをおっしゃっています。そういう現場をきちんと見て
いこうということです。

　木材生産については、岐阜県は、皆さんご存知のよう
に森林県ですし、非常に豊かな森林資源はあるんですけ
ども、木材生産という観点でいうと、実は岐阜県はそん
なに大量の木材を生産している県ではありません。全国
平均よりちょっと下ぐらいですね。どこで木材を生産し
ているっていったら、この図の横軸で右のほうにある所
で宮崎、熊本、大分と言うこの九州三県が圧倒的に多い
わけです。これは単位森林面積あたりの生産ですけれど
も。
　もう一つグラフがあって、これは、スギの人工林のう
ち､ 若い人工林が何割あるかっていう図なんですけど。
これを見ても､ 若い人工林がない都道府県は、皆伐をす
るからそこに植林できるので、皆伐はあまりやってない
ことになります。若い人工林は、圧倒的に南九州が多い
です。
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　南九州に大雨が降って災害がおきたということで、調
査をしてきておりますが、もうとにかく災害が悲惨で､
これは JR 九州の肥薩線で､ 100 年以上前にできた鉄道
なんですけれども、本流にかかる橋が、ここだけでなく
何箇所か落ちていて、復旧には 200 億円以上かかると
いうことで､ 今､ 大変問題になっている状況です。その
肥薩線の線路の上が舗装されて道路になっていて、なぜ
こうなったかというと、道路が洪水で流されてなくなっ
ちゃってるところがあって､ そこにとりあえず道路を通
すために仕方なく線路の上を舗装しちゃってるわけで
す。だから、線路を復旧させるの大変だろうなと思いま
す。

　ここは山頂までずっと皆伐されているところです。下
に集落があっても伐採しています。これは上から見た様
子なんですけど、ここで土砂崩れがあって､ 林道があっ
て､ ガードレールが壊れています。
　実際にここから落ちた土砂は、真ん中の竹やぶを突き
破って、下の集落の人家をぶっ壊してるんですけど、そ
のさらに上はこういう形になってて、皆伐跡地で、大雨
が降って大量の水が集まってきて､ 表面を削ってるとい
うことですね。それが竹やぶの間を突き破って人家を潰
しました。
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　これが災害が起きる前ですけども､ 擁壁があるんです
が、擁壁の片方が転倒していて､ 土砂で流された。
　林業の現場と言うのはこういう感じなんですけれど
も、集材のための道を通して木材を運び出しますけれど
も､ 道がこうやって崩れる。

　ここは等高線状に筋が入ってますけども、これは土留
めとして残してある部分で、それでこのエリアは崩れが
少ないということがありました。
　これは植林しているところで、植林がうまくいってい
る所と､ うまくいってない所が混じってまして、更にそ
の中で崩れがこうやって入ってきています。

　これも植林した所で、植林した年が左右で違いますけ
ども、植林した中で、やはり、昔､ 道がつけられた所が
崩れているということですね。
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　もう一つの例は、伐採ではなくて、この地域でもある
ような放置人工林、つまり間伐が行き届いてない人工林
で何が起きるかっていうと、川が増水して､ その人工林
をなぎ倒して、下流に全部､ 流木として運んでいきます。
この白い擁壁のところまでが川で、白い擁壁から森の間
がもともと林だったんですけど、全部流されています。
　それは災害前後の写真で見ると明らかで、災害前は人
工林がこれだけあったんですけど、災害後は半分ぐらい
流されているのが見てとれます。
　そういうところは、放置人工林で､ 根っこがむき出し
で、その中を水が流れた跡が至るところでみられるとい
うことですね。そういうものが流れてきて､ 橋に詰まっ
てしまって洪水が起きます。
　これは球磨川の本流沿いの道路と JR の線路があって、

支流が横から流れて、橋がかかってますけども、支流か
ら大量の流木が流れてきて JR の橋に詰まり、この道の
橋にも詰まり、大量の土砂がその上のオーバーフローし
流れてきていると。これは災害が起きてから半年ぐらい後
に行った写真ですけども、それでもまだこんな状態ですね。
　ということで、林業活動が非常に活発で､ 木材が生産
される地域の災害を見ると、やはり渓流沿いにある森林
というのは根こそぎ流れ出すところがある。それから
やっぱり皆伐跡地で表面が浸食されてるところが多く
て、どのように木材を集めてるかとか、その後処理はど
うしてるかっていうことによって､ だいぶ状況が異なっ
ているということがわかりました。
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【まとめとして】
　最後にまとめさせていただきます。
　まず、まとめ（1）として､ 洪水、水害が近年増加し
ているのは、データを示さなくても皆さんよく認識され
ていると思うんですけども、これは三つあるということ
で、一つは自然現象として大雨は増えている。次に、流
域で雨が川の水に換わるプロセスの中で､ 土地被覆､ 土
地利用ということがあって、それが変わってきている。
これを広い意味での流域治水と私は呼んでますけども。
さらに社会現象としての水害の増加ということで、危険
地域での生命財産の立地ということがあって、これが狭
い意味での流域治水ということかと思います。
　渇水、水不足も最近ひどくなってるって意見を言う人
もいるかもしれませんが、私はおそらく雨が増えるとい
うことは、渇水、水不足は減る方向に行くんじゃないか、
小雨が減少するんじゃないかというふうに思っている。
でも流域で、雨が川の水、地下水に変換されるところは
やっぱり変化してるから､ 川の水の量が雨とは別に減る
かもしれないということですね。
　それと一方で社会現象として水需要が減少しているこ
とは明らかだろうということです。流域の形は変化する
わけで、それが都市の持続性､ リスクに直結してるんで
すけども、それは災害が起きない限り認識できない社会
になってしまっていて、やはりその自然の猛威を人間が
想像する力という点では､ 人間が退化してるんじゃない
かというふうに思います。
　まとめの（2）として､ サスティナブルな流域社会が
今日のテーマですけども、やはりまだ研究の途上、実践
の途上で､ 社会通念として定着していない。三全総、五
全総はあったけども、残念ながら絵に描いた餅で、今後
､ 私が期待しているのは投資家の意向を受けた企業の取
り組みというところかなと思っています。
　ただ、やはり沖積平野に生きていく以上、水、土砂、
流木は必ず上から流れてきて、必ず堆積しますので､やっ
ぱり長期持続可能な社会というのは流域と向き合う以外
にあり得ないだろう。
　そのためには、やはりこれまで危ないと言って避けて
きた自然に、子供を連れて､ 近寄って親しんでいくとか、
実際に自然と向き合い生きてる一次産業者、農山村の自
治体の首長､ 職員にもっと敬意を払って、具体的なアク
ションをとっていく必要があるだろう。その中で運命共
同体、生命共同体として流域を考えるわけですが、やは
り単独の水系というよりも、少し大きな範囲で、木曽川、
長良川、揖斐川、三つセットなんですけど､ それにプラ
ス名古屋の周辺の川みたいな形で､ 少し大きな範囲で考
えるのが現実的だろうと思うんです。

　やはり一番､ 最後に書かせていただいたように民主主
義、資本主義というのはですね、どうしても大都会に人
間も資本も集中してしまうということがあって、大都会
の代表が国会の多数を形成するような状況ですと非常に
難しいので、それこそ連邦的なものであるとか、何かそ
ういうことを制度で考えないと、なかなか実現不可能か
なとこの発表を準備するにあたって考えたところです。
　以上であります。ご清聴ありがとうございました。

（富樫）どうも蔵治先生ありがとうございました。非常
にスケールの大きな話で、しかし考えなければいけない
課題だと思います。これから 10 分ほど休憩を入れます。
　入り口の方で見られたかもしれませんが、この後ご報
告していただいく名大の方からデータを頂きまして、そ
れをプリントした大判のものを展示してあります。もう
一つは地域科学部から地域資料情報センターの資料を展
示しております。ぜひご覧ください。
　もしご質問とかコメントとかございましたら質問の用
紙を配っています。それからオンラインの方は Q&A に
書き込んでいただいて結構ですのでお願いします。


